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令和元年度第８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和元年７月１６日 

                    担当部・課：復興事業部集団移転推進課〔内線５４８５〕 

① 件  名 

東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金の見直しについて 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

  東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金については、津波災害区域や地

盤崩落などの自然災害から市民を守るため、住居の用に供する建築物の建築を制限する災害危険区

域を平成２４年１２月１日告示により定め、同区域内から個別に住宅を移転する被災者に対し補助

金を交付している。 

国が、平成３１年３月２９日付けで社会資本整備総合交付金交付要綱の一部を改正したことを受

け、県から、６月２１日付けで補助限度額の見直しを含めた改正内容について通知された。 

【目的】 

危険な地域に居住する者の安全確保のため、危険な住宅に代わる移転先での持ち家の取得や公的住

宅への入居など、選択肢を広げることにより、円滑に安全確保が可能となるよう、事業要件の拡充等

を図る。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

社会資本整備総合交付金交付要綱 

（平成２２年３月２６日国官会第２３１７号） 

住宅・建築物安全ストック形成事業対象要綱 

（平成２１年３月２７日国住備第１５９号） 

東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 

 （平成２４年石巻市告示第３４４号） 

 

〔震災復興基本計画との整合性 震災復興基本計画の位置付け：有・無〕 

 石巻市震災復興基本計画 

第３章 施策の展開 施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

  ２ 住まいの再建 （１）恒久住宅の復旧・復興 

 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２４年１２月１日 災害危険区域の指定 

           東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の

制定 

平成２６年３月２８日 （国）社会資本整備総合交付金交付要綱の一部改正 

９月３０日 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の

一部改正 

平成３１年３月２９日 （国）社会資本整備総合交付金交付要綱の一部改正 

令和元年 ６月２１日 （県）補助限度額の見直しを含めた改正内容に関する通知 

 

 

資料２ 
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⑤ 主な内容 

  東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業のうち、危険住宅の除去等に要する経

費について、補助限度額を、現行の８０万２千円から９５万７千円に引き上げる。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

個別に住宅を移転する者に対し、早期の住宅再建が図られる。 

【財源措置】 

  国：１０／１０（東日本大震災復興交付金３／４、震災復興特別交付税１／４）（現計予算で対応） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

他市町村においても、同様の改正を行う。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和元年７月 東日本大震災に伴う石巻市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱の一部改

正 (施行予定年月日：令和元年７月、平成３１年４月１日遡及適用)  

⑨ その他 

 

 

 


